
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルと、前記表示パネルの背面側に配置されるバックライト用光源と、前記表示
パネルの表面側に配置され、前記表示パネルを固定するための金属製フレームと、前記金
属製フレームの背面側に配置され、前記バックライト用光源を支持するための樹脂フレー
ムと、前記樹脂フレームの背面側に配置され、裏面に液晶テレビジョン用の配線基板が取
り付けられる金属製のシャーシとを備えた液晶テレビジョンにおいて、
　前記金属製のシャーシは、底面と、前記底面の４辺から実質的に垂直方向に延びるよう
に設けられる側面とを含む箱型形状を有するとともに、前記側面から外側方向に折り曲げ
られた折り曲げ部を含み、
　前記バックライト用光源は、前記表示パネルの表示領域に対応する前記表示パネルの背
面側の領域に配置されるとともに、前記金属製のシャーシは、前記バックライト用光源を
背面側から支持するように配置され、
　前記樹脂フレームには、 外側方向
に突出する縁部 が設けられており、
　
　前記金属製フレームには、

外側方向に突出
した突出部が設けられており、
　前記金属製フレームの突出部と、前記金属製のシャーシの折り曲げ部とは、前記樹脂フ
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枠状に形成された第１側面部と、前記第１側面部から
と

前記縁部には、ネジ挿入穴を有するボスが形成されており、
前記表示パネルに対応する部分が開口された表面部と、前記

表面部から実質的に垂直方向に延びる第２側面部と、前記第２側面部から



レームの縁部 を挟むように金属製のネジにより固定されて
　

、液晶テレビジョン。
【請求項２】
　表示パネルと、
　前記表示パネルの背面側に配置されるバックライト用光源と、
　前記表示パネルの表面側に配置され、前記表示パネルを固定するための金属製フレーム
と、
　前記金属製フレームの背面側に配置され、前記表示パネルおよび前記バックライト用光
源を支持するための樹脂フレームと、
　前記樹脂フレームを挟んで前記金属製フレームに対向するように前記樹脂フレームの背
面側に配置され、裏面に液晶表示装置用の配線基板が取り付けられる金属製のシャーシと
を備え、
　

　

　
　

　

　

、液晶表示装置。
【請求項３】
　前記バックライト用光源は、前記表示パネルの表示領域に対応する前記表示パネルの背
面側の領域に配置されており、
　前記金属製のシャーシは、前記バックライト用光源を背面側から支持するように配置さ
れている、請求項 記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、液晶テレビジョンおよび液晶表示装置に関し、特に、液晶テレビジョン用
または液晶表示装置用の配線基板が取り付けられる金属製のシャーシを備えた液晶テレビ
ジョンまたは液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶表示パネルおよびバックライト用光源がユニット化された構造が種々提案さ
れている（たとえば、特許文献１～特許文献４参照）。
【０００３】
　上記特許文献１には、液晶セルと液晶セルの表面側および背面側に配置される偏光板と
からなる表示パネルと、表示パネルの表面側に配置される金属製のベゼルカバー（金属製
フレーム）と、表示パネルの背面側に配置されるバックライトと、バックライトの背面側
に配置されるシャーシとから構成される平面表示装置が開示されている。この特許文献１
に開示された平面表示装置では、偏光板の外側に突出部を一体的に設けるとともに、偏光
板の突出部とベゼルカバーとバックライトを支持する樹脂フレームとをシャーシにネジ止
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に形成されたボス おり、
前記突出部と前記折り曲げ部とが前記ボスを挟むように前記ネジにより固定された状態

で、前記樹脂フレームの第１側面部は、前記シャーシの底面と、前記金属製フレームの表
面部の下面とにより前記ネジの挿入方向に固定されている

前記金属製のシャーシは、底面と、前記底面の４辺から実質的に垂直方向に延びるよう
に設けられる側面とを含む箱型形状を有するとともに、前記側面から外側方向に折り曲げ
られた折り曲げ部を含み、

前記樹脂フレームには、枠状に形成された第１側面部と、前記第１側面部から外側方向
に突出する縁部とが設けられており、

前記縁部には、ネジ挿入穴を有するボスが形成されており、
前記金属製フレームには、前記表示パネルに対応する部分が開口された表面部と、前記

表面部から実質的に垂直方向に延びる第２側面部と、前記第２側面部から外側方向に突出
した突出部が設けられており、

前記金属製フレームの突出部と、前記シャーシの折り曲げ部とは、前記樹脂フレームの
縁部に形成されたボスを挟むように金属製のネジにより固定されており、

前記突出部と前記折り曲げ部とが前記ボスを挟むように前記ネジにより固定された状態
で、前記樹脂フレームの第１側面部は、前記シャーシの底面と、前記金属製フレームの表
面部の下面とにより前記ネジの挿入方向に固定されている

２に



めすることによって、表示パネルを確実に固定している。
【０００４】
　また、上記特許文献２には、導光体ユニット（バックライトユニット）と、導光体ユニ
ットを固定するための樹脂フレームと、樹脂フレームの表面側にネジにより取り付けられ
た金属プレートと、金属プレートに載置された液晶パネル（表示パネル）と、液晶パネル
の表面側から覆うように設けられ、樹脂フレームの係止爪に固定される金属製フレームと
、樹脂フレームの背面側にネジ止めされた金属製の裏板とから構成される液晶モジュール
の構造が開示されている。この特許文献２に開示された液晶モジュールでは、樹脂フレー
ムから表面側に突出するように形成されたパネルガイドリブを金属プレートの孔に挿入す
るとともに、このパネルガイドリブにより、液晶パネルの位置を規制している。
【０００５】
　また、上記特許文献３には、液晶パネル（表示パネル）を駆動するための基板にネジ止
めされた金属製金具を、液晶パネルと基板との間に配置される樹脂製ケースの孔を介して
、液晶パネルに取り付けられる金属外郭部（金属製フレーム）に接触させることによって
、金属外郭部のアースをとることが可能な液晶パネル導電接続構造が開示されている。
【０００６】
　また、上記特許文献４には、金属製の筐体とマスクフレーム（金属製フレーム）との間
に液晶パネルユニットとバックライトユニットとが配置された液晶ディスプレイ装置が開
示されている。この特許文献４に開示された液晶ディスプレイ装置では、バックライトユ
ニットのランプの光を液晶パネルユニットに導くための導光板の四隅にリブを設けるとと
もに、このリブに液晶パネルユニットを保持させることにより、液晶パネルユニットを固
定している。
【０００７】
　図６は、従来の一例による液晶テレビジョンの全体構成を示した斜視図である。図７～
図１０は、図６に示した従来の液晶テレビジョンの詳細構造を説明するための図である。
図６～図１０を参照して、従来の液晶テレビジョン１００の構造について説明する。
【０００８】
　従来の一例による液晶テレビジョン１００は、図６に示すように、筐体１１０と、筐体
１１０を支持するスタンド１２０と、筐体１１０の内部に収納される液晶表示ユニット１
３０とを備えている。また、液晶テレビジョン１００の内部には、図７および図９に示す
ように、上記した液晶表示ユニット１３０と、液晶テレビジョン１００用のテレビ用配線
基板１４０と、テレビ用配線基板１４０が裏面に取り付けられる金属製のシャーシ１５０
とが配置されている。
【０００９】
　また、液晶表示ユニット１３０は、表面側に配置される金属製の表面側フレーム１３１
と、文字や画像などの映像が表示される表示領域１６０を有する表示パネル１３２と、背
面側に配置される金属製の背面側フレーム１３３とを含んでいる。
【００１０】
　また、図８に示すように、金属製の表面側フレーム１３１は、表示パネル１３２の表示
領域１６０（図６および図７参照）に対応する部分が開口された開口部１３１ｂを有する
表面部１３１ａと、４つの側面部１３１ｃとを含んでいる。また、対向する２つの側面部
１３１ｃには、それぞれ、ネジ１６１が挿入されるネジ挿入孔１３１ｄが２つずつ形成さ
れている。また、表面側フレーム１３１の背面側には、内部に図示しない液晶が封入され
る表示パネル１３２が配置されている。
【００１１】
　また、金属製の背面側フレーム１３３は、底面部１３３ａと、４つの側面部１３３ｂと
を有している。この底面部１３３ａには、金属製のシャーシ１５０をネジ１６２により取
り付けるためのネジ孔１３３ｃが設けられている。また、側面部１３３ｂには、表面側フ
レーム１３１の側面部１３１ｃのネジ挿入孔１３１ｄに対応する位置にネジ孔１３３ｄが
設けられている。
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【００１２】
　また、図８および図１０に示すように、背面側フレーム１３３の表面側には、反射シー
ト１３４が配置されている。また、反射シート１３４の表面側には、光源として機能する
陰極管１３５が配置されている。この陰極管１３５は、表示パネル１３２に向かって光を
照射するように配置されている。また、陰極管１３５の表面側には、樹脂フレーム１３６
が配置されている。この樹脂フレーム１３６は、側面部１３６ａおよび１３６ｂにより、
枠状に形成されている。また、側面部１３６ａの下端には、陰極管１３５を支持するため
の凹状の支持部１３６ｃが設けられている。
【００１３】
　また、陰極管１３５の表面側には、拡散板１３７が設けられている。この拡散板１３７
は、陰極管１３５から表面側に照射された光を表示パネル１３２の表示領域１６０（図６
および図７参照）に向けて均一に拡散する機能を有している。また、拡散板１３７の表面
側には、背面側から、拡散シート１３８と、プリズムシート１３９とが配置されている。
この拡散シート１３８は、表示パネル１３２に向かって進行する光を透過するとともに拡
散する機能を有している。また、プリズムシート１３９は、表示パネル１３２に向かって
進行する光を透過するとともに集光する機能を有している。また、図１０に示すように、
表示パネル１３２、拡散板１３７、拡散シート１３８およびプリズムシート１３９は、枠
状に形成された樹脂フレーム１３６の内部に収納されている。
【００１４】
　また、図８に示すように、テレビ用配線基板１４０には、ネジ１６３によりテレビ用配
線基板１４０を金属製のシャーシ１５０の裏面に取り付けるためのネジ挿入孔１４０ａが
設けられている。また、金属製のシャーシ１５０には、テレビ用配線基板１４０のネジ挿
入孔１４０ａに対応する位置にネジ孔１５０ａが形成されている。また、金属製のシャー
シ１５０には、金属製の背面側フレーム１３３の底面部１３３ａのネジ孔１３３ｃに対応
する位置にネジ挿入孔１５０ｂが設けられている。
【特許文献１】特開２００２－３４１３１８号公報
【特許文献２】特開２０００－２５８７５６号公報
【特許文献３】特開２００３－１５１５０号公報
【特許文献４】特開平１１－１０２１６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　図６～図１０に示した従来の液晶テレビジョン１００では、表示パネル１３２および陰
極管１３５などがユニット化された液晶表示ユニット１３０の背面側フレーム１３３を、
液晶テレビジョン１００用のテレビ用配線基板１４０が取り付けられる金属製のシャーシ
１５０に４本のネジ１６２を用いて取り付けていたため、金属製のシャーシ１５０と、液
晶表示ユニット１３０の背面側フレーム１３３とが各々別個に必要になるとともに、４本
のネジ１６２も必要になるという不都合があった。そのため、部品点数が増加するという
問題点があった。また、図６～図１０に示した従来の液晶テレビジョン１００では、樹脂
フレーム１３６が、金属製の表面側フレーム１３１または背面側フレーム１３３のいずれ
にも固定されていないため、衝撃が加わった場合に、樹脂フレーム１３６の内部に収納さ
れた表示パネル１３２および陰極管１３５が樹脂フレーム１３６とともに移動して破損す
る場合があるという問題点があった。
【００１６】
　また、上記特許文献１に開示された平面表示装置では、明記はされていないが、バック
ライトの背面側に配置されるシャーシが樹脂により形成される場合には、表示パネルの表
面側に配置される金属製のベゼルカバーをネジによりシャーシに取り付けたとしても、ベ
ゼルカバーのアースをとるのが困難であるという問題点がある。
【００１７】
　また、上記特許文献２に開示された液晶モジュールでは、明記はされていないが、この
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液晶モジュールを装置の内部に取り付ける際には、液晶モジュールの背面側にネジ止めさ
れた裏板を装置側に設けられたシャーシに取り付ける必要があるので、装置側に設けられ
たシャーシと、液晶モジュールの裏板と、裏板をシャーシに取り付けるためのネジとが必
要になるという不都合がある。その結果、部品点数が増加するという問題点がある。また
、この場合、液晶パネルを覆うように設けられた金属製フレームと、装置側のシャーシと
が電気的に接続されていないため、金属製フレームのアースをとりにくいという問題点が
ある。
【００１８】
　また、上記特許文献３に開示された液晶パネル導電接続構造では、液晶パネルに取り付
けられる金属外郭部（金属製フレーム）のアースをとるための金属製金具を別途設ける必
要があるので、その分、部品点数が増加するという問題点がある。
【００１９】
　また、上記特許文献４に開示された液晶ディスプレイ装置では、液晶ディスプレイに衝
撃が加えられた場合に、金属製の筐体またはマスクフレームのいずれにも固定されていな
い液晶パネルユニットが金属製の筐体またはマスクフレームと接触することによって、液
晶パネルユニットが破損する場合があるという問題点がある。
【００２０】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、部品点数を削減するとともに、表示パネルを固定する金属製フレームのアース
をとることが可能で、かつ、表示パネルが破損するのを抑制することが可能な液晶テレビ
ジョンおよび液晶表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記目的を達成するために、この発明の第１の局面による液晶テレビジョンは、表示パ
ネルと、表示パネルの背面側に配置されるバックライト用光源と、表示パネルの表面側に
配置され、表示パネルを固定するための金属製フレームと、金属製フレームの背面側に配
置され、バックライト用光源を支持するための樹脂フレームと、樹脂フレームの背面側に
配置され、裏面に液晶テレビジョン用の配線基板が取り付けられる金属製のシャーシとを
備えた液晶テレビジョンにおいて、金属製のシャーシは、底面と、底面の４辺から実質的
に垂直方向に延びるように設けられる側面とを含む箱型形状を有するとともに、側面から
外側方向に折り曲げられた折り曲げ部を含み、バックライト用光源は、表示パネルの表示
領域に対応する表示パネルの背面側の領域に配置されるとともに、金属製のシャーシは、
バックライト用光源を背面側から支持するように配置され、樹脂フレームには、外側方向
に突出する縁部が設けられており、金属製フレームには、外側方向に突出した突出部が設
けられており、金属製フレームの突出部と、金属製のシャーシの折り曲げ部とは、樹脂フ
レームの縁部を挟むように金属製のネジにより固定されている。
【００２２】
　上記目的を達成するために、この発明の第１の局面による液晶テレビジョンは、表示パ
ネルと、表示パネルの背面側に配置されるバックライト用光源と、表示パネルの表面側に
配置され、表示パネルを固定するための金属製フレームと、金属製フレームの背面側に配
置され、バックライト用光源を支持するための樹脂フレームと、樹脂フレームの背面側に
配置され、裏面に液晶テレビジョン用の配線基板が取り付けられる金属製のシャーシとを
備えた液晶テレビジョンにおいて、金属製のシャーシは、底面と、底面の４辺から実質的
に垂直方向に延びるように設けられる側面とを含む箱型形状を有するとともに、側面から
外側方向に折り曲げられた折り曲げ部を含み、バックライト用光源は、表示パネルの表示
領域に対応する表示パネルの背面側の領域に配置されるとともに、金属製のシャーシは、
バックライト用光源を背面側から支持するように配置され、樹脂フレームには、

外側方向に突出する縁部 が設けられており、
金属製フレームには、
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枠状に形
成された第１側面部と、第１側面部から と 縁
部には、ネジ挿入穴を有するボスが形成されており、 表示パネルに
対応する部分が開口された表面部と、表面部から実質的に垂直方向に延びる第２側面部と



外側方向に突出した突出部が設けられており、金属製フレームの突出部
と、金属製のシャーシの折り曲げ部とは、樹脂フレームの縁部 を挟むよ
うに金属製のネジにより固定されて

。
【００２３】
　また、第１の局面では、金属製のシャーシを、底面と、底面の４辺から垂直方向に延び
るように設けられる側面とを含む箱型形状を有するように形成することによって、シャー
シの機械的強度を向上させることができる。また、金属製フレームの突出部と、金属製の
シャーシの折り曲げ部とを、樹脂フレームの縁部を挟むように金属製のネジにより固定す
ることによって、箱型形状に形成された金属製のシャーシの内部に樹脂フレームを配置し
た状態であっても、容易に、金属製のシャーシと金属製フレームとにより樹脂フレームを
固定することができる。また、バックライト用光源を、表示パネルの表示領域に対応する
表示パネルの背面側の領域に配置するとともに、金属製のシャーシを、バックライト用光
源を背面側から支持するように配置することによって、バックライト用光源が表示パネル
の表示領域に対応する表示パネルの背面側に配置される直下型のバックライト構造であっ
ても、金属製のシャーシによりバックライト用光源を背面側から支持することができる。
【００２４】
　この発明の第２の局面による液晶表示装置は、表示パネルと、表示パネルの背面側に配
置されるバックライト用光源と、表示パネルの表面側に配置され、表示パネルを固定する
ための金属製フレームと、金属製フレームの背面側に配置され、表示パネルおよびバック
ライト用光源を支持するための樹脂フレームと、樹脂フレームを挟んで金属製フレームに
対向するように樹脂フレームの背面側に配置され、裏面に液晶表示装置用の配線基板が取
り付けられる金属製のシャーシとを備え、金属製フレームと、金属製のシャーシとは、樹
脂フレームを挟むように金属製のネジにより固定されている。
【００２５】
　この発明の第２の局面による液晶表示装置は、表示パネルと、表示パネルの背面側に配
置されるバックライト用光源と、表示パネルの表面側に配置され、表示パネルを固定する
ための金属製フレームと、金属製フレームの背面側に配置され、表示パネルおよびバック
ライト用光源を支持するための樹脂フレームと、樹脂フレームを挟んで金属製フレームに
対向するように樹脂フレームの背面側に配置され、裏面に液晶表示装置用の配線基板が取
り付けられる金属製のシャーシとを備え、

。
【００２６】
　この第２の局面による液晶表示装置では、上記のように、液晶表示装置用の配線基板が
取り付けられる金属製のシャーシと、金属製フレームとにより、樹脂フレームを挟むよう
に固定することによって、液晶表示装置用の配線基板が取り付けられる金属製のシャーシ
に対して、樹脂フレームおよび金属製フレームを取り付けることができる。これにより、
表示パネルおよびバックライト用光源の表面側および背面側をそれぞれ金属製フレームに
より挟み込みユニット化した状態で、液晶表示装置用の配線基板が取り付けられる金属製
のシャーシに取り付ける場合に比べて、背面側の金属製フレームと、背面側の金属製フレ
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、第２側面部から
に形成されたボス

おり、突出部と折り曲げ部とがボスを挟むようにネジ
により固定された状態で、樹脂フレームの第１側面部は、シャーシの底面と、金属製フレ
ームの表面部の下面とによりネジの挿入方向に固定されている

金属製のシャーシは、底面と、底面の４辺から
実質的に垂直方向に延びるように設けられる側面とを含む箱型形状を有するとともに、側
面から外側方向に折り曲げられた折り曲げ部を含み、樹脂フレームには、枠状に形成され
た第１側面部と、第１側面部から外側方向に突出する縁部とが設けられており、縁部には
、ネジ挿入穴を有するボスが形成されており、金属製フレームには、表示パネルに対応す
る部分が開口された表面部と、表面部から実質的に垂直方向に延びる第２側面部と、第２
側面部から外側方向に突出した突出部が設けられており、金属製フレームの突出部と、シ
ャーシの折り曲げ部とは、樹脂フレームの縁部に形成されたボスを挟むように金属製のネ
ジにより固定されており、突出部と折り曲げ部とがボスを挟むようにネジにより固定され
た状態で、樹脂フレームの第１側面部は、シャーシの底面と、金属製フレームの表面部の
下面とによりネジの挿入方向に固定されている



ームを金属製のシャーシに取り付けるための複数のネジとが不要になる分、部品点数を削
減することができる。また、この場合、背面側の金属製フレームを金属製のシャーシに複
数のネジにより取り付ける作業が不要になるので、その分、液晶表示装置の組立工数を削
減することができる。また、金属製フレームと金属製のシャーシとを、樹脂フレームを挟
むようにネジにより固定することによって、樹脂フレームを補強することができる。これ
により、液晶表示装置に衝撃が加えられて、樹脂フレームが反ったり曲がったりしようと
する場合でも、樹脂フレームが変形するのを抑制することができるので、樹脂フレームが
破損するのを抑制することができる。その結果、樹脂フレームに支持される表示パネルお
よびバックライト用光源が破損するのを抑制することができる。また、金属製フレームと
金属製のシャーシとを、金属製のネジにより固定することによって、金属製フレームと金
属製のシャーシとを電気的に接続することができるので、表示パネルを固定するための金
属製フレームのアースをとることができる。これにより、金属製フレームを金属製のシャ
ーシに取り付けるための金属製のネジにより、金属製フレームのアースをとることができ
るので、部品点数を増加することなく、金属製フレームのアースをとることができる。

【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。
【００３０】
　図１は、本発明の一実施形態による液晶テレビジョンの全体構成を示した斜視図である
。図２～図５は、図１に示した本発明の一実施形態による液晶テレビジョンの詳細構造を
説明するための図である。図１～図５を参照して、本発明の一実施形態による液晶テレビ
ジョン１の構造について説明する。
【００３１】
　本発明の一実施形態による液晶テレビジョン１は、図１に示すように、筐体１０と、筐
体１０を支持するスタンド２０と、筐体１０の内部に収納される液晶表示ユニット３０と
を備えている。また、液晶テレビジョン１の内部には、図２～図４に示すように、上記し
た液晶表示ユニット３０と、液晶テレビジョン１用のテレビ用配線基板４０と、後述する
表示パネル３２用のパネル用配線基板５０（図３参照）と、テレビ用配線基板４０が裏面
に取り付けられる金属製のシャーシ６０とが配置されている。
【００３２】
　また、液晶表示ユニット３０は、図２および図４に示すように、表面側に配置される金
属製の表面側フレーム３１と、文字や画像などの映像が表示される表示領域７０を有する
表示パネル３２と、背面側に配置される金属製のシャーシ６０とを含んでいる。つまり、
本実施形態では、液晶テレビジョン１用のテレビ用配線基板４０が取り付けられる金属製
のシャーシ６０が、液晶表示ユニット３０を構成する部材として、表示パネル３２などを
背面側から支持している。
【００３３】
　また、図３に示すように、金属製の表面側フレーム３１は、表示パネル３２の表示領域
７０（図１および図２参照）に対応する部分が開口された開口部３１ｂを有する表面部３
１ａと、４つの側面部３１ｃとを含んでいる。なお、表面側フレーム３１は、本発明の「
金属製フレーム」の一例である。
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ま
た、金属製のシャーシは、底面と、底面の４辺から実質的に垂直方向に延びるように設け
られる側面とを含む箱型形状を有する。このように構成すれば、シャーシの機械的強度を
向上させることができる。また、金属製のシャーシは、金属製のシャーシの側面から外側
方向に折り曲げられた折り曲げ部を含み、樹脂フレームには、外側方向に突出するように
縁部が設けられ、金属製フレームには、外側方向に突出した突出部が設けられており、金
属製フレームの突出部と、シャーシの折り曲げ部とは、樹脂フレームの縁部を挟むように
金属製のネジにより固定されている。このように構成すれば、箱型形状に形成された金属
製のシャーシの内部に樹脂フレームを配置した状態であっても、容易に、金属製のシャー
シと金属製フレームとにより樹脂フレームを固定することができる。



【００３４】
　ここで、本実施形態では、金属製の表面側フレーム３１には、３つの側面部３１ｃから
外側方向に突出した複数（８個）の突出部３１ｄが形成されている。また、突出部３１ｄ
には、それぞれ、ネジ７１が挿入されるネジ挿入孔３１ｅが形成されている。
【００３５】
　また、図３および図５に示すように、表面側フレーム３１の背面側には、内部に図示し
ない液晶が封入される表示パネル３２が配置されている。また、金属製のシャーシ６０の
表面側には、反射シート３３が配置されている。また、反射シート３３の表面側には、光
源として機能する陰極管３４が配置されている。この陰極管３４は、表示パネル３２の表
示領域７０に向かって光を照射するように、表示パネル３２の表示領域７０（図１および
図２参照）に対応する下方の位置に配置されている。なお、陰極管３４は、本発明の「バ
ックライト用光源」の一例である。
【００３６】
　また、陰極管３４の表面側には、樹脂フレーム３５が配置されている。この樹脂フレー
ム３５は、側面部３５ａおよび３５ｂにより、枠状に形成されている。また、側面部３５
ａの下端には、陰極管３４を支持するための凹状の支持部３５ｃが設けられている。
【００３７】
　また、本実施形態では、樹脂フレーム３５には、側面部３５ａおよび３５ｂから外側方
向に突出する縁部３５ｄが設けられている。この縁部３５ｄには、表面側フレーム３１の
突出部３１ｄに対応する位置に、ボス部３５ｅが設けられている。また、ボス部３５ｅに
は、それぞれ、ネジ挿入孔３５ｆが設けられている。また、縁部３５ｄの最外周部は、縁
部３５ｄの表面に対して、表示パネル３２の表面側に実質的に垂直方向に延びるリブ形状
の形成されている。これにより、縁部３５ｄの機械的強度が向上される。
【００３８】
　また、陰極管３４の表面側には、拡散板３６が設けられている。この拡散板３６は、陰
極管３４から表面側に照射された光を表示パネル３２の表示領域７０（図１および図２参
照）に向けて均一に拡散する機能を有している。また、拡散板３６の表面側には、背面側
から、拡散シート３７とプリズムシート３８とが配置されている。この拡散シート３７は
、表示パネル３２に向かって進行する光を透過するとともに拡散する機能を有している。
また、プリズムシート３８は、表示パネル３２に向かって進行する光を透過するとともに
集光する機能を有している。また、図５に示すように、表示パネル３２、拡散板３６、拡
散シート３７およびプリズムシート３８は、枠状に形成された樹脂フレーム３５の内部に
配置されている。
【００３９】
　また、図３に示すように、テレビ用配線基板４０には、ネジ７２によりテレビ用配線基
板４０を金属製のシャーシ６０の裏面に取り付けるためのネジ挿入孔４０ａが設けられて
いる。また、パネル用配線基板５０は、金属製のシャーシ６０に取り付けられている。
【００４０】
　ここで、本実施形態では、図３に示すように、金属製のシャーシ６０は、底面部６０ａ
と、底面部６０ａの４辺から垂直方向に延びるように形成される側面部６０ｂとを含んで
いる。また、金属製のシャーシ６０は、底面部６０ａと、側面部６０ｂとにより箱型形状
を有している。これにより、金属製のシャーシ６０の機械的強度を向上させることが可能
となる。また、金属製のシャーシ６０は、側面部６０ｂから外側方向に折り曲げられた折
り曲げ部６０ｃを含んでいる。この折り曲げ部６０ｃには、表面側フレーム３１の突出部
３１ｄに設けられたネジ挿入孔３１ｅと、樹脂フレーム３５のボス部３５ｅに形成された
ネジ挿入孔３５ｆとに対応する位置にネジ孔６０ｄが設けられている。これにより、図２
および図４に示すように、金属製の表面側フレーム３１の突出部３１ｄと、金属製のシャ
ーシ６０の折り曲げ部６０ｃとは、樹脂フレーム３５の縁部３５ｄを挟むように金属製の
ネジ７１により固定される。
【００４１】
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　また、金属製のシャーシ６０の底面部６０ａには、テレビ用配線基板４０のネジ挿入孔
４０ａに対応する位置にネジ孔６０ｅが設けられている。
【００４２】
　本実施形態では、上記のように、液晶テレビジョン１用のテレビ用配線基板４０が取り
付けられる金属製のシャーシ６０と、金属製の表面側フレーム３１とにより、樹脂フレー
ム３５を挟むように固定することによって、液晶テレビジョン１用のテレビ用配線基板４
０が取り付けられる金属製のシャーシ６０に対して、樹脂フレーム３５および表面側フレ
ーム３１を取り付けることができる。これにより、図６～図１０に示した従来の液晶テレ
ビジョン１００のように、表示パネル１３２および陰極管１３５を表面側フレーム１３１
および背面側フレーム１３３により収納してユニット化した状態で、液晶テレビジョン１
００用のテレビ用配線基板１４０が取り付けられる金属製のシャーシ１５０に取り付ける
場合に比べて、背面側フレーム１３３と、背面側フレーム１３３を金属製のシャーシ１５
０に取り付けるためのネジ１６２とが不要になる分、部品点数を削減することができる。
また、この場合、背面側フレーム１３３を金属製のシャーシ１５０にネジ１６２により取
り付ける作業が不要になるので、その分、液晶テレビジョン１の組立工数を削減すること
ができる。
【００４３】
　また、本実施形態では、金属製の表面側フレーム３１と金属製のシャーシ６０とを、樹
脂フレーム３５を挟むようにネジ７１により固定することによって、樹脂フレーム３５を
補強することができる。これにより、液晶テレビジョン１に衝撃が加えられて、樹脂フレ
ーム３５が反ったり曲がったりしようとする場合でも、樹脂フレーム３５が変形するのを
抑制することができるので、樹脂フレーム３５が破損するのを抑制することができる。そ
の結果、樹脂フレーム３５に固定される表示パネル３２および陰極管３４が破損するのを
抑制することができる。
【００４４】
　また、本実施形態では、金属製の表面側フレーム３１と金属製のシャーシ６０とを、金
属製のネジ７１により固定することによって、金属製の表面側フレーム３１と金属製のシ
ャーシ６０とを電気的に接続することができるので、表示パネル３２を固定するための表
面側フレーム３１のアースをとることができる。これにより、樹脂フレーム３５および表
面側フレーム３１を金属製のシャーシ６０に取り付けるための金属製のネジ７１により、
表面側フレーム３１のアースをとることができるので、部品点数を増加することなく、表
面側フレーム３１のアースをとることができる。
【００４５】
　また、本実施形態では、表面側フレーム３１の突出部３１ｄと、金属製のシャーシ６０
の折り曲げ部６０ｃとを、樹脂フレーム３５の縁部３５ｄを挟むように金属製のネジ７１
により固定することによって、箱型形状に形成された金属製のシャーシ６０の内部に樹脂
フレーム３５を配置した状態であっても、容易に、金属製のシャーシ６０と表面側フレー
ム３１とにより樹脂フレーム３５を固定することができる。
【００４６】
　また、本実施形態では、陰極管３４を、表示パネル３２の表示領域７０に対応する表示
パネル３２の背面側の領域に配置するとともに、金属製のシャーシ６０を、陰極管３４を
背面側から支持するように配置することによって、陰極管３４が表示パネル３２の表示領
域７０に対応する表示パネル３２の背面側に配置される直下型のバックライト構造であっ
ても、金属製のシャーシ６０により陰極管３４を背面側から支持することができる。
【００４７】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００４８】
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　たとえば、上記実施形態では、金属製のシャーシを箱型形状に形成する例を示したが、
本発明はこれに限らず、金属製のシャーシを箱型形状に形成せずに平板形状にしてもよい
。
【００４９】
　また、上記実施形態では、陰極管（バックライト用光源）を表示パネルの表示領域に対
応する表示パネルの背面側の領域に配置する直下型のバックライト構造を示したが、本発
明はこれに限らず、導光板を用いて光を導く方式のバックライト構造にも適用可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の一実施形態による液晶テレビジョンの全体構成を示した斜視図である。
【図２】図１に示した本発明の一実施形態による液晶テレビジョンの液晶表示ユニット、
シャーシおよびテレビ用配線基板の斜視図である。
【図３】図１に示した本発明の一実施形態による液晶テレビジョンの液晶表示ユニット、
シャーシおよびテレビ用配線基板の分解斜視図である。
【図４】図１に示した本発明の一実施形態による液晶テレビジョンの液晶表示ユニット、
シャーシおよびテレビ用配線基板の分解斜視図である。
【図５】図４の２００－２００線に沿った断面図である。
【図６】従来の一例による液晶テレビジョンの全体構成を示した斜視図である。
【図７】図６に示した従来の液晶テレビジョンの液晶表示ユニット、シャーシおよびテレ
ビ用配線基板の斜視図である。
【図８】図６に示した従来の液晶テレビジョンの液晶表示ユニット、シャーシおよびテレ
ビ用配線基板の分解斜視図である。
【図９】図６に示した従来の液晶テレビジョンの液晶表示ユニット、シャーシおよびテレ
ビ用配線基板の分解斜視図である。
【図１０】図９の３００－３００線に沿った断面図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１　液晶テレビジョン
　３１　表面側フレーム（金属製フレーム）
　３１ｄ　突出部
　３２　表示パネル
　３４　陰極管（バックライト用光源）
　３５　樹脂フレーム
　３５ｄ　縁部
　４０　テレビ用配線基板
　６０　シャーシ
　６０ａ　底面部
　６０ｂ　側面部
　６０ｃ　折り曲げ部
　７０　表示領域
　７１　ネジ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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